
私立学校教育改革推進特別経費補助金 取扱要領 

 

１ 教育の質の向上を図る学校支援事業 

項目 取扱内容 提出書類 

教育相談体制の整備 

担当教科と併任している場合は，週勤務時数

のおおむね７割以上がカウンセリングに従事し

ていること。 

補助申請年度において，契約期間中，原則と

して，児童生徒等による毎月２回以上の活用実

績があること。ただし，学校に常駐する等，児

童生徒等の希望に応じて，随時活用することが

できる場合は除く。 

① (公財)日本臨床心理士資格認定協会

の認定書，公認心理師登録証又は国，

地方公共団体主催専門研修の受講修了

書 

② 任命辞令等の写し 

③ カウンセリング受診回数等の実績デ

ータ 

④ その他必要と思われる関係書類 

特別支援教育に係る

活動の充実 

特別支援教育に関する校内委員会の設置と特

別支援コーディネーターの指名を行っており，

かつ，専門的・実践的な知識を有する人材から

の助言や研修の受講，特別な支援を必要とする

児童・生徒の学習・生活・進学・就職等のサポ

ート，特別な支援を必要とする児童・生徒のた

めの教材等の活用等の事業を補助申請年度にお

いて実施していること。 

取組内容に応じて，次のいずれかの要件を満

たすこと。 

・ 助言や研修の場合は，原則として，全ての

教職員を対象に年２回以上の取組があるこ

と。 

・ 支援体制の構築の場合は，契約期間中，原

則として，児童生徒等による毎月１回以上の

活用実績があること。ただし，学校に常駐す

る等，児童生徒等の希望に応じて，随時活用

することができる場合は除く。 

・ 教材等の活用の場合は，原則として，授業

が行われる期間に毎週１回以上の取組がある

こと。 

① 事業内容を示す資料の写し（実施計

画書，使用教材等） 

② 当該事業の実施状況を証する資料

（写真，報告書等） 

③ 特別支援に関する校内委員会の活動

状況及び特別支援コーディネーターの

指名状況に係る資料 

④ その他必要と思われる関係書類 

学校安全の推進 

火災，地震，津波，火山活動，風水（雪），

原子力災害等の災害及び防災についての学習，

防犯，交通安全等についての学習，救急救命法

や命の大切さについての学習，災害発生時の避

難経路や避難行動・態度に関する学習（消防関

係法令に基づく避難訓練のみを実施する場合を

除く。）などを補助申請年度において実施して

いること。 

１学年全員若しくは複数学年全員が年に計２

回以上の取組があること。 

なお，同一の取組を複数回行う場合も含む。 

① 学習内容を示す資料の写し（実施計

画書等） 

② 当該学習の実施状況を証する資料

（写真・報告書等） 

③ 経費の内訳書 

④ その他必要と思われる関係書類 

学校施設・通学路等

の安全確保の推進 

補助申請年度において，スクールバスにおけ

る警備員等の配置，登下校時における交通安全

指導員等の配置等，学校施設又は通学路等の安

全確保のために人員配置を，通学日の半分以上

の日で行っていること。 

① 実施内容を示す資料の写し（実施計

画書等） 

② 実施状況を証する資料（写真・報告

書等） 

③ 経費の内訳書 

④ その他必要と思われる関係書類 



２ 子育て支援推進事業 
項

目 
取扱内容 提出書類 

①

通

常

の

預

か

り

保

育 

(1)  満３歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児を対象としたものに限る。 

 

(2)  預かり保育を通常の教育時間終了後，一定以上の日数において１日 2 時間以

上預かり保育を開設する幼稚園等とする。 

 ・「一定以上の日数」とは，開園日の 4/5 以上の日数とする。 

 ・「預かり保育を開設」とは，当該幼稚園等の年間計画等に明記したり，預かり

保育の募集案内等を通じて保護者に周知するなどにより，預かり保育を実施す

ることを明示していること。ただし，当初より，預かり保育の利用者がいない

ことが明らかな場合等，預かり保育を実施している実態を伴わない場合は，預

かり保育を開設したとは認められない。 

 

(3)  子ども・子育て新制度へ移行した私立幼稚園又は幼保連携型認定こども園に

おいて，子ども・子育て支援法第 19 条第 1 項第 1 号に認定された子どもを預

かっていない時間については算定から除くこと。 

 

(4)  1 日平均の預かり保育時間の算出方法 

6 月及び 10 月における実際に園児を受け入れ預かり保育を実施した時間を合

計した数を，当該日数で除した時間とする。 

 

    6 月と 10 月の預かり保育実施時間合計     1 日当たりの 

    6 月と 10 月の預かり保育実施日数合計     預かり保育時間 

 

(5) 1 日平均の預かり保育担当者数の算出方法 

  6 月及び 10 月に実際に園児を受け入れ預かり保育を実施した日の預かり保育担

当者従事時間数の合計を，預かり保育実施時間数の合計で除した数（少数点第一

位を四捨五入）とする。 

 

 6 月と 10 月の預かり保育担当者従事時間数合計    1 日当たりの 

   6 月と 10 月の預かり保育実施時間数合計     預かり保育担当者数 

 

 

①  預かり保育実施調

書 

②  預かり保育実施予

定内容が確認でき

る年間計画書等 

③  募集案内等，保護

者に預かり保育実

施を周知している

ことが分かる資料 

④  預かり従事時間

記録表 

⑤  その他必要と思わ

れる関係書類 

 

 

② 

長

期

休

業

日

預

か

り

保

育 

(1) 満３歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児を対象としたものに限る。 

 

(2) 長期休業日（園則等に定める夏季休業期間のうち土，日，祝日を除いた日を

指す。以下同じ。）において 1日 2時間以上継続的に実施し，かつ，10日以上預

かり保育を実施している幼稚園等とする。 

 

(3) 子ども・子育て新制度へ移行した私立幼稚園又は幼保連携型認定こども園に

おいて，子ども・子育て支援法第 19 条第 1 項第 1 号に認定された子どもを預か

っていない時間については算定から除くこと。 

 

(4) 長期休業日に預かり保育を実施した日の 1日当たりの預かり保育担当者数の算

出方法 

 

夏季休業日（土，日，祝日を除く。）に実際に園児を受け入れ預かり保育を

実施した日の預かり保育担当者従事時間数の合計を，預かり保育実施時間数の

合計で除した数（少数点第一位を四捨五入）とする。 

 

夏季休業日の預かり保育担当者従事時間数合計      1 日当たりの 

  夏季休業日の預かり保育実施時間数合計       預かり保育担当者数 

 

①  長期休業日預かり

保育実施調書 

②  募集案内等，保護

者に預かり保育実

施を周知している

ことが分かる資料 

③  預かり従事時間

記録表 

④   その他必要と思

われる関係書類 

 

 

＝ 

＝ 

＝ 



③

休

業

日

預

か

り

保

育 

(1)  満３歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児を対象としたものに限る。 

 

(2)  休業日（通常保育を実施しない日を指す。ただし，長期休業日を除く。以下

同じ。）において 1 日 2 時間以上継続的に実施し，かつ，年間 19 日以上預か

り保育を実施している幼稚園等とする。 

 

(3)  子ども・子育て新制度へ移行した私立幼稚園又は幼保連携型認定こども園に

おいて，子ども・子育て支援法第 19 条第 1 項第 1 号に認定された子どもを預

かっていない時間については算定から除くこと。 

 

(4)  休業日に預かり保育を実施した日の 1 日当たりの預かり保育担当者数の算出

方法 

 

休業日に実際に園児を受け入れ預かり保育を実施した日の預かり保育担当者

従事時間数の合計を，預かり保育実施時間数の合計で除した数（少数点第一位

を四捨五入）とする。 

 

休業日の預かり保育担当者従事時間数合計      1 日当たりの 

     休業日の預かり保育実施時間数合計     預かり保育担当者数 

 

① 預かり保育実施

調書 

② 募集案内等，保

護者に預かり保育

実施を周知してい

ることが分かる資

料 

③ 預かり従事時間

記録表 

④ その他必要と思

われる関係書類 

   附 則 

１ この要領は，平成３０年１１月１日から施行し，平成３０年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要領は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該補助金にも適用す

る。 

附 則 

１ この要領は，令和２年１月３１日から施行し，令和元年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要領は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該補助金にも適用す

る。 

附 則 

１ この要領は，令和３年１月２７日から施行し，令和２年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要領は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該補助金にも適用す

る。 

附 則 

１ この要領は，令和４年２月９日から施行し，令和３年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要領は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該補助金にも適用す

る。 

附 則 

１ この要領は，令和５年３月１日から施行し，令和４年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要領は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該補助金にも適用す

る。 

 

 

＝ 


